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資料３ 

 

武蔵野市子どもの権利に関する条例検討委員会について 

 

 

１ 委員会名称 

武蔵野市子どもの権利に関する条例検討委員会 

 

２ 委員会における検討事項 

子どもの権利条約に定められた子どもの権利の理念に基づき、子どもの尊厳と権利が尊重され

るよう、行政や家庭、学校など地域における各々の役割を明確化する、子どもの権利に関する条

例の制定について検討を行う。 

 

３ 委員任期 

令和３年５月 27日から令和５年３月 31日まで 

 

４ 委員会の公開 

 会議は原則として公開によるものとし、傍聴を可とする。ただし、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のため、傍聴を認めないことがある（オンラインで開催した場合など）。 

会議の資料と議事録については、会議後に市ホームページで公開する。 

 

５ 委員会報告 

令和４年度中に委員会検討結果を市長に報告する。 

 

６ 構成員 

 資料１「武蔵野市子どもの権利に関する条例検討委員会委員名簿」のとおり 

 

７ 設置根拠 

 資料４「武蔵野市子どもの権利に関する条例検討委員会設置要綱」のとおり 


